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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
待
遇
差
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
手
当
」
に
関
し
て
、
こ
れ

ま
で
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
任
用
さ
れ
て
い
る
一

般
職
の
非
常
勤
職
員
の
う
ち
、
そ
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
常
勤
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時

間
と
同
一
の
時
間
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
度
か
ら
、
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
改

正
後
地
方
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
フ
ル
タ

イ
ム
の
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
と
し
て
任
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
新
た
に
期
末
手
当
及
び
退
職
手
当
の
支
給

が
可
能
と
な
っ
た
。 

 
 

ま
た
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
支
給
さ
れ
る
手
当
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
並
び
に
地
方
公
務
員
法
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
地
方
公
共
団
体
の
条
例
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。 



 

２ 

 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
は
、
「
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
運
用
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
九
年
六
月

二
十
八
日
付
け
総
行
公
第
八
十
七
号
・
総
行
給
第
三
十
三
号
総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
長
通
知
）
に
関
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
同
通
知
中
の
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
職
務
給
の
原
則
、
均
衡
の
原
則
等
」
の
う
ち
、

「
均
衡
の
原
則
等
」
と
は
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
「
職
員
の
給
与
は
、
生
計
費
並
び
に
国
及
び
他
の
地
方

公
共
団
体
の
職
員
並
び
に
民
間
事
業
の
従
事
者
の
給
与
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の

規
定
及
び
同
条
第
五
項
の
「
職
員
の
給
与
・
・
・
は
、
条
例
で
定
め
る
」
と
の
規
定
の
内
容
を
指
す
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
正
職
員
で
あ
る
常
勤
の
地
方
公
務
員
と
均
衡
の
評
価
は
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
の
か
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
改
正
後
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
の
給
料
及
び
報
酬
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
の
給
料
の
水
準
と
同
様
、
職
務
の
内
容
や
責
任
、
職
務

遂
行
上
必
要
と
な
る
知
識
、
技
術
及
び
職
務
経
験
等
の
要
素
を
考
慮
し
、
各
地
方
公
共
団
体
の
条
例
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。 

三
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

お
尋
ね
の
「
待
遇
差
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
般
職
の
地
方
公
務
員
に
係
る
、
御
指

摘
の
「
給
与
以
外
」
の
勤
務
条
件
に
つ
い
て
は
、
給
与
と
同
様
に
、
地
方
自
治
法
、
地
方
公
務
員
法
を
始
め
諸
法
令
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
の
っ
と
り
、
勤
務
の
形
態
や
職
務
の
内
容
に
応
じ
、
国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
と
の
間
に
権
衡
を
失
し

な
い
よ
う
に
考
慮
し
、
各
地
方
公
共
団
体
の
条
例
に
お
い
て
適
切
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
も
の
」
に
対
す
る
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法

第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
法
等
に
違
反
し
た
場
合
に
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、

御
指
摘
の
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
の
制
限
以
外
の
地
方
公
務
員
法
上
の
服
務
」
に
つ
い
て
定
め
た
同
法
第
三
十
条
か
ら
第

三
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
懲
戒
処
分
の
対
象
と
な
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
係
る
「
国
会
議
員
」
と
の
兼
職
に
つ
い
て
は
、
議
員
は
、
国
会

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
別
に
法
律
で
定
め
た
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
任
期

中
に
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

４ 

 

 
 

お
尋
ね
の
「
常
勤
職
」
の
「
地
方
公
務
員
」
と
の
兼
職
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
一
般
職

の
地
方
公
務
員
は
、
地
方
公
務
員
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
報
酬
を
得
て
い
か
な
る
事
業
又
は
事
務
に
も
従

事
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
地
方
議
員
」
と
の
兼
職
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
第
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体

の
議
会
の
議
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用
職
員
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。 


